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〒 187-0031 小 平 市 小 川 東 町 4-2-1 小 平 元 気 村 お が わ 東 1 階  
TEL(相 談 用 )042-345-1741  (事 務 用 )042-345-2077 
FAX     042-345-1734 
Ｅ-mail   kaze1741@asayake.or.jp 
ホ ー ム ペ ー ジ  http://www.asayake.or.jp /center_asayake.html  
 

 
 
 
 
 
 

〈精神に障害のある方の気軽な相談場所・交流の場〉 

社会福祉法人ときわ会 地域生活支援センターあさやけ 

国連の総括所見(勧告)に注目 
日本の批准している「障害者の権利に関する条約（以下、障害者権利条約）」の国連の障害者権利

委員会（以下、権利委員会）からの総括所見（勧告）が 9月 9日に公表されました。 

 

権利委員会は権利条約に入った国が条約をきちんと守っているか監視する委員会であり、その役

割の一つに報告があります。権利条約に入った国は最初の 2年後に報告書の提出をする必要があ

ります。これまでの日本の実態を政府や関係団体が国連に報告し、その後、権利委員会と日本政府

の対話や関係団体のロビー活動（事前に話し合いの内容を委員に伝えるたりする）などを終えてか

ら、国連の権利委員会からの総括所見（勧告）を受けるものです。 

条約とは、国家間または国家と国際機関との間で結ばれる文書による法的な合意であり、また、憲

法・条約・法律の順に位置するものとされており、憲法にも『国が締結した条約を誠実に順守すること』

と記されています。 

分かりやすくいうと、「法的な拘束力はないが、障害者の権利の国際的な基準に合わせ政府は対

策を講じるよう求められ、今後の障害者施策に影響をあたえるとても重要な内容」となっています。 

 

今回の日本に対する総括所見（勧告）の主なポイントとしては、以下のものが挙げられます。 

強制入院  

障害者の強制入院によって自由を奪うことを認めるすべての法的規定の廃止 

精神科病院のありかた  

隔離・身体拘束、強制投薬など強制治療を正当化する法律への懸念など 

脱施設化  

障害児を含む障害者の施設収容の廃止など 

インクルーシブ教育  

分離された特別教育をやめるため、すべての障害のある生徒が合理的な配慮

と、必要な個別の支援を受けられるようにすることなど 

（＊22.9.14 朝日新聞より一部引用） 

 

障害者権利条約に関する情報  

JDF ホームページより https://www.normanet.ne.jp/~jdf/data.html                            

 

 

https://www.normanet.ne.jp/~jdf/data.html
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音楽の時間 Youtube動画 

次回 10 月 18 日（火）を予定しています。

聴くだけでも OK。気軽にご参加ください。 

～交流室の使い方について～ 
新型コロナウイルス(オミクロン株)による感染拡大は低下傾向とはいえまだ続いています。職員間でも協議し、

以下の利用制限をさせていただいております。ご理解ご協力お願いいたします。 

●引き続き三部制 ①12：00～13：50  ②14：00～15：50 ③16：00～17：50 となり、 

現在①～③のうち二つの時間帯利用に変更しています。 

●定員は各 13 名です。13 名を超える場合には、早い時間帯からいる方から譲り合ってお帰りいただくよう

ご配慮をお願い致します。 ＊今後の感染状況を踏まえ、その都度変更のお知らせをさせていただきます。 

センターあさやけ夏のお楽しみ

会 9 月 27 日、夏のお楽しみ会を多目的ホールにて行いました。大きいスクリーンで阿波踊り大会

の映像を流した後、映画『おかえり寅さん』を鑑賞しました。これまでのシリーズ作品から昔の映像

も交えての作品には名シーン「メロン騒動」も収録！ 遅い夏のひとときを笑いとともに過ごしま

した。飲食は行なえないため、帰りに飲み物とお菓子のおみやげを持ち帰っていただきました。 

残暑厳しい中、9月 13日元気村体育館でスポーツを

行いました。距離を保てる卓球、バドミントンで軽い汗

を流しました。このところの運動不足を感じながら一時

間弱。やっと涼しくなってスポーツの秋最盛期です。 

11月は 29日です。参加をお待ちしています。 

9 月 20 日は音楽の時間でした。参加された方は少なか

ったのですが、今回も YouTube動画でリクエスト曲を鑑賞

しました。歌謡曲や童謡など昔親しんできた音楽は気持ちを

ゆるやかに、安心させてくれるものです。 

今後は楽器演奏も少しずつ取り入れながら楽しめる方法

を考えて行きたいと思います。センターにある楽器、アコー

スティックギターやピアノを弾いてみたいという方もどうぞ

お越しください。 

スポーツ 会場：元気村体育館 

 9/27より変更しました 
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◇会場開催 日 時:10月 23日(日)10:00～15:00 場 所:小平元気村おがわ東 

内 容:①舞台発表 ウクライナ演奏家アナスタシアさんによる伝統楽器「バンドゥーラ」演奏等 

②展示発表 ③物品販売 ④屋外展示 

 

地域のお知らせ 

今年は会場とオンラインでの並行開催です  
昨年一昨年の元気村まつりはコロナ対策のためオンラインのみで開催しましたが、今年は会場開催と

オンライン開催を並行して行うハイブリッド開催といたします。 

市民活動団体の発表の場である見本市、並びに元気村に入っている施設の紹介・発表の場として開催

しています。地域で頑張っている市民団体のみなさんが、それぞれの手法で活動を発信して、地域の皆

さんに元気をお届けし互いにつながり合うことを目的に元気村まつりを開催します。 

 

 

 

 

■オンライン開催（8日間） 

      日 時:10月 23日(日)10:00～ 30日(日)15:00  

場 所:元気村まつり特設サイト https://afesta.net 

      内 容:会場開始の舞台を YouTubeのライブで配信します。団体ごとにページを作成して、 

写真や YouTube動画で活動を紹介します。 

・萩元直樹さん講演会 市民活動に関する講演  

日 時:10月 28日（金）10:30～12:00  

・市民活動交流サロン 

      日 時:10月 29日(土)13:30～15:30 場 所:小平元気村おがわ東 

      内 容:学校で活動する市民活動団体、ボランティア団体の交流を行います。 

・参加団体交流会 

      日 時:10月 30日(日)10:30～12:00 場 所:小平元気村おがわ東 

★市民活動の紹介 あすぴあ HP の元気村まつり特設サイトで団体ごとにページを作成して、写真や動画で

活動を紹介します。動画は YouTubeで公開します。 

元気村まつりウィーク 2022 
10月 23日（日）～30日（日） 

自主製品紹介⑤ エコバッグ（サングリーン） 

エコバッグ 1点￥５００円(税込) 

お問い合わせ  サングリーン 

℡０４２-３４５-15８５ fax042‐34５-15６

８ 

 

つながる仲間とつくろう ～地球の未来

～ 

 サングリーン縫製品から、今回はエコバッグをご紹介いたします。 

 環境への負荷とともにレジ袋にお金がかかる時代、不要な出費も削減

しませんか。生地の柄は他にもいろいろあり、コンパクトにたたんで収

納できます。ちょっとの外出の際にも何かと便利です。お忘れなく！ 

サイズはスーパーの大きい袋と同じサイズです（縦 54㎝×35㎝）。 

 

当日 23日(日) 

あさやけ交流室は閉まっています。

廊下で展示紹介、販売を行います！ 

https://afesta.net/
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プログラム○予マークのものは事前予約が必要です。 

＜通常プログラム＞ 感染予防対策を徹底し時間を短縮したうえで、下記のプログラムを再開します。 

○風の会       ・14時～14時半   センターからのお知らせ、報告会。 

○女性のための書道  ・10時半～11時半  参加費 50円。書道を楽しむ会。  

○女子会       ・13時～13時 50分  月に 1回程度、女性の交流室と合わせて行います。 

○SST         ・16時半～17時半  みんなでゲームをしたり、困ったことを話し合えるプログラム。 

○ピアサポートなかま会・14時半～15時半  テーマに沿って、なかま同士が気持ちや体験を話し合える場。 

○音楽の時間     ・13時半～15時   楽器を演奏してみたい方の持ちこみもOK。 

広い会場では距離をとりながら歌もうたいます。聴くだけの参加も大歓迎です。 

＜臨時プログラム＞ 

◆スポーツ・・・・・・・13時半～14時半   こだいら元気村体育館にて 

卓球、バドミントンなどを楽しめる範囲で行っています。 

 

2022年                   

 

  

月 火 水 木 金 土 日 

 １ ２ ３ 

文化の日 

閉所日 

４ 

12:00～13:50 

女性の交流室 

５ ６ 

７ ８ ９  

10:30～11:30 

女性のための 

 ・・・書道 

１０  

 

16:30～17:30 

SST 

１１ 

12:00～13:50 

女性の交流室 

１２ １３ 

１４ 

 

 

１５ 

13:30～15:00 

音楽の時間  

多目的ホール 

１６ 

 

１７ 

 

１８ 

12:00～13:50 

女性の交流室 

１９ 

13:30～ 

16:00 

サタデー 

ひだまり 

２０ 

２１ 

 

２２ 

 

２３ 

勤労感謝の日 

閉所日 

２４ 

14:00～14:30 

風の会 

14:30～15:30 

ピアサポートなかま会 

２５ 

12:00～13:50 

女性の交流室 

２６ 

 

２７ 

 

２８ ２９ 

13:30～14:30 

スポーツ 

元気村体育館 

３０ 

10:30～11:30 

女性のための 

 ・・・書道 

 

 

 

 

  

地域生活支援センターあさやけ 
＜相談＞   月～金    １０時～１８時 

土  １２時～１８時    
 

＜交流室＞  月～土   ①１２時～１３時５０分        

             ②１４時～１５時５０分 

               ③１６時～１７時５０分 
 

           

 二つの時間帯を 

利用できます！ 


